
団体名

設立

代表者

所在地

職員数

雇用形態

試用期間

給与条件

賞与

昇給

交通費

社会保険

その他手当

研修制度

就業時間等

休日・年間有給休暇

選考プロセス

受動喫煙対策

無期雇用　定年62歳　その後65歳まで再雇用制度あり

健康保険　厚生年金　雇用保険　労災保険

全額支給（月額上限１５万円まで）

勤務条件

公益社団法人　経済同友会

1946年4月

代表幹事　山口 明夫

千代田区丸の内1-4-6 日本工業倶楽部別館5階

88名

弊会給与規程に基づき、役割・職務経歴等に応じて処遇

年２回（2023年度実績:標準考課時　年間4.3カ月）

年１回　４月　上⾧とのキャリア開発目標等の面談あり

通勤手当　住宅手当　子供手当　時間外手当　裁量労働手当等

有り（3ヶ月　試用期間の勤務条件:正職員と同じ）

総合福祉団体保険制度　ベネフィット・ワンを利用
新入局員研修（ビジネスマナー、社会人基礎力）
語学研修　PC研修　国内外留学等

就業時間　09:30～18:00（実働７時間30分）
一部在宅勤務可
※裁量労働制摘要の場合、実際の勤務時間に関わらず1日のみなし労働時間は9時間
休憩時間　60分
残業 月間30 時間程度
※裁量労働制を適用しない場合はフレックスタイム制を適用

就業場所　全面禁煙

書類選考　適性検査　面接審査　論文審査

年間休日 123 日
有給休暇 入局月に応じて入局時に付与（下記参照）
完全週休二日制 土 日 祝日 年末年始　創立記念日
夏季休暇（有給休暇を使用）/有給休暇/慶弔休暇/産前産後休暇・育児休暇/介護休暇

※有給休暇:入局月に応じて付与
例:４月入局の場合、入局時に15日付与、（入局月がいずれの場合も）入局翌年の１月１日に
新たに20日を付与
（1月入局:20日、2月:19日、3月:17日、4月:15日、5月:14日、6月:12日、7月:10日、8月:9
日、9月:7日、10月:5日、11月:4日、12月:2日）


